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高齢者保健福祉計画,介護保険事業計画の体系図
基杢施策 個別施策

地域包括ケアシステムの構築を進めまず

地域の支擾体制を犠築します

重点的取組み

介護サーピスの充実を図ります

●地域支擾事業の推進
包括的支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業
任意亭業(家族介護支援事業ほか)

●認知症高齡者への支摂
認知症総合支援事業

認知症地域支援体制整備
認知症高齢者の権痢】擁護

●高齢者の生活環境の充実
高齢老世帯への支援
在宅生活支援事業

居住環境・移動における高島者支援
避難行動要支援者支援
高齢者洵け施設の整備

高齢者の社会参加を促進します

、臺業展盟

市民の自主的な健康づくり活動を推進
します'

健康づくり環境の充実を図ります

歯科保健を推進します

●生活支援体制整備

(地域の支え合い)

●認知症高齢者への支援

●地域共生社会の構築
●生活習慣病の発症と重症化の予防
成人保健事業

歯科口腔保健事業

●高齢者の保健宗業と介護予防の一休的実施

●介護保険の事業費等の見込み
第8期計画期閔(令和3~令和5年度)及ぴ令和7年度(2025
年度)の事業費等の見込み

●第T号被保険者保険料の見込み
,第8期計面期問の保険料
令和7年度住025年度)以降の保険料

●介護サービスの基盤整備
居宅介護サービス、介護予防サービス

地域密着型介護サーピスイ地域密着型介護予防サービス
施設介護サービス

●介護サーピスの質の確保と向上
事業者による適正なサーピズ提供
享業所'・施設の安全対策
介護サービス事業者情報の公表
ケフマネジャーの質の向上
「介護給付等費用適正化事業」による指違・助言

介護サービス事業者等の指導監査

●介護人材の確保

●災害・感染症対策に係る体制整備〔重点項目〕

●在宅医療と介護の連携
推進

●自立支擾と重座化防止
に向けた介護予防の推

●高齢者の櫁極的な社会参加

高齢者の活動の揚の提供及ぴ住民主体による活勵への支援
社会活動毒加人の環境整備
地域で活動するボランティアの育成

直

就労概会の確保



1 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画とは

長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、長崎市第四次総合計画を踏ま
えた保健福祉分野での事業計画であり、,実施期間は介護保険法の規定に基づき令
和3年度から令和5年度までの3年間とします。

介護保険事業計画は、介護保険法の基本理念を踏まえ、地域の要介護者等がその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険事業に係る
保険給付の円滑な実施を計画的に実現するために策定されるもので、今回が第8期
です。

高齢者保健福祉計画は、介護保険対象サービスと介護保険対象外サービスの双方

を含めた高齢者に対する保健福祉施策全般の方向性を定めるだめに策定されるも
のです。

また、平成 20年4月の老人保健法の改正により、老人保健計画の規定はなくな

りましたが、高齢者福祉事業と健康増進事業とは密接に関連しています。そごで、

長崎市では「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」として一体のものとして策
定しています。

(根拠法)

老人福祉法第20条の8 (老人福祉計画)及び介護保険法第117条(介護保険事業計画)

戸!

高齢者保健福祉計画

介護保険対象外サービス・事業の整備
高齢者保健福祉サービスの全体調整等
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2 ・高齢者施策の基本理念

「高齢者のための国連原則」'に基づき、、長崎市においても介護保険の運営を含め
た高齢者に関する施策の基本理念として、.次の5点を掲げ、この理念に沿った計画
策定と施策の展開を図ります。

①自立

介護保険サービスやその他の保健・医療・福祉サービスの利用の促進に努

め、可能な限り自宅において、自立した生活を送れるよう支援します。

②参加

世代を超えた交流を進め、自己の経験と知識を分かち合い積極的に地域へ

参加することについて支援します。

③ケア

自己の意思に基づいて介護保険制度を含む保健・医療・福祉サービスを利

用できる機会を提供します。

④自己実現

自己の可能性を発展させ、社会の教育的・文化的・精神的資源を利用でき

るよう推進します。

⑤尊厳

、いかなる場合も公平に扱われ尊重される社会を目指します。

※「高齢者のための国連原則」・'・・1991年に国連総会で採択された5つの原則
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3 介護保険事業の運営にあたつての基本方針

長崎市では、団塊の世代が後期高齢.者(75.歳以上)となる 2025年'(令和7年)
には高齢者人口はピークを迎えます。また、'2035年(令和17年)には、後期高齢
者人口がピークとなることが見込まれており、さらに、.総人口,'現役世代人口が
減少していく中で、 2040年'(令和22年),には団塊ジュニア迦代が飾歳以上とな
ります。'そのような状況を見据え、すべての高齢者が住み慣れた地域でそれぞれ
の状態に応じ、自立した日常生活を送れるよう、地域の実情に合った医療、介護、
介護予防、住まい及び生活支援が包括的に確保される「長崎版地域包括ケアシス
テム」を推進し、長崎県医療、計画とも整合性を図りっっ、介護保険制度の持続可
能性を確保する必要があります。加えて、災害や感染症の発生時においてもサー
ビスを.継続して提供する必要があるため、次の6点を基本方針として、事業の円
滑な運営に努めます。

①長崎版地域包括ケアシステムの推進

住み慣れ.た地域で暮らし続けられるように、地域包括支援センターを中核と
して、在宅医療の提供体制の確保と介護との連携強化、・,認知症施策の推進、地
域課題の解決や自立支援・'重度化防止に向けた地域ケア会議の充実、地域の支
え合い体制の構築L 安心して住み続けられる住まいの確保といった取組みを進
めます。

②自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進

地域仁おける専門職や関係機関!地域住民との.連携にょり、高齢者が自ら介護
予防や健康づくりに努めイ・生きがいを持って地域の担い手として.活躍し、また、
要支援.要介護状態になっても、その有する能力に応じて自立した日常生活を継
続することができるよ.う、個々の状態に応じた切れ目の,ない支援に取り組みます。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の検証や評価、地域ケア会議の充実
等により、介護予防を推進します。併せて、高齢者の保健事業と介護予防のー
体的実施に取り組みます。

③人生の最終段階における市民意識の啓発・向上と、看取り体制の強化
最期まで自分らしく生きるためには、心身の状態や生活環境の状況に応じて、

どのような療養の場所があるのか、最期をどう迎えたいかなど人生の最終段階
に対する市民の関心を深めるとともに、希望する方へ施設や自宅での看取りが
できる体制を整備します。
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④権利擁護の推進

成年後見制度の利用の促進に関する法律及び認知症施策推進大綱に基づき、

制度の普及啓発と活用により、日常生活に困難が生じた場合でも、地域連携ネ

ツ・トワークにより、_高齢者の尊厳を支える取組みを進めます。

(5)サービスの質の確保.・向上

事業所・施設の安全対策、事業者の情報開示、ケアプランのチェック、介護

サービス事業者の指導・監査を行うとともに、研修等を開催することで、サー

ビスの質の確保及び向上を図ります。

(6).災害・'感染症に対する備え

介護事業所等と連携し、'訓練の実施、防災活動及ぴ感染拡大防止策の周知な

ど、'平時から災害・感染症発生時に備えます。また、災害・感染症発生時におい

ても、介護事業所等がサービスを継続して提供できるよう、関係機関と連携した

支援・応援体制を整備します。
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4 長崎版地域包括ケアシステムの推進

団塊の世代が全て後期高齢者(75歳以上)となる2025年(令和7年)には長崎市
の高齢者人口はピークを迎え、高齢者数は約13万8干人、高齢化率は約35%となる

ことが推計されます。また、2035年(令和17年)には、後期高齢者人口がピークと

なることが見込まれており、さらに、総人口・現役世代人口が減少していく中で、
団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年(令和22年)を見据えた、超高齢社会へ
の対応が求められています。

そのような中で、第8期計画期間においても、これまでの取組みを継続しながら、

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域ごとに必要な医療や

介護、介護予防の提供体制を整備し、住まいや日常生活の支援を一体的に提供する

長崎版地域包括ケアシステムの推進に向けて取組みを進めていきます。

〔厚生労働省の図を基に作成〕

長崎版地域包括ケアシステム病気になったら・
介勧姥要になったら・・・医療

ノ/＼護、j, ,ネ
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これまでも、長崎版地域包括ケアシステムの推進のため、長崎市と医療・介護・

福祉・法律の各団体が専門機関としての機能を活かし、'相互に連携協力を図ること

を目的として「長崎版地域包括ケアシステム構築に関する連携協定」を締結し、地

域包括支援センターを中核とした地域ごとの専門職のチーム化にも取り組んでい

ます。

また、在宅医療と介護の連携拠点である「包括ケアまちんなかラウンジ」、地域

リハビリテーシヨン活動を推進する「在宅支援りハビリセンター」、'地域共生社会

の実現に向けた「多機関型地域包括支援センター」を設置して、長崎版地域包括ケ

アシステムの基盤整備を推進しています。

長崎県主導のもと県内全域で実施している「地域包括ケアシステム自己評価」に

おいて、地域包括支援.センター圏域ごとに構築の現状評価を実施し、2025年(令和

7年)に向けた地域包括ケアシステムロードマップによる進捗管理を行う中で、構
築は着実に進んでいますが、'医療・介護・福祉・法律・地域関,係者で構成される「地

域包括ケア推進協議会」においてもその進捗を協議・検討しながら、分野ごとに、

また分野横断的に取組みを進めていきます。

今後も、ロードマップの進捗管理や、地域住民、医療・介護の関係団体、協力機

関と方向性や課題を共有し連携を深めながら、長崎版地域包括ケアシステムを推進

していきます。

8

長崎市医師会

長崎市歯科医師会

長崎市薬剤師会

長崎県看護協会

'

長崎県理学療法士協会

長崎県作業療法士会

〆

協.定締結団体(順不同)

長崎市介護支援専門員連絡協議会

住み慣れた地域で、安心して生活できる住まいを基盤とし、
医療・介護,介護予防,生活支援を受けながら生活を送ることができる

長崎市訪問看護ステ・ション連絡協議会

医療二ーズが高い
状態であっても、
在宅等で必要な
医療が受けられ
る

^
自立支援を基本
とした必要な介護
サーヒ'スを受けるこ
とができる

長崎市老人福祉施設協議会

長崎県栄養士会

、1 ι

",ニ

長崎県弁護土会

」シ
■

艇^

長崎市

高齢者自身が積
極的に健康づくり
や介護予防に取り
組むことができる

^
地域で孤立するこ
となく、日常生活を
送る.のに、必要な
生活支援が受けら
れる

、iまも、

住み慣れた地域
で、、高齢者の心身
や希望に応じた安
心して生活できる
住まいを確保する
ことができる

=
ニ

一
=



5日常生活圏域について

中学校区(38校区)をべースに、高齢者人口、認定者数、サービス事業所のサ

ービス提供体制、生活基盤、地域の特性、交通基盤等を総合的に勘案し、20圏域
が設定されていますが、第8期計画期間においてもこれを継続します。

(令和2年9月末現在)(単位:人)

圏域NO 中学校区

2

橘
東長崎

日見

3

桜馬場

4

人口

片淵

長崎

5

大浦

梅香崎

45,846

6

高齢者人口

伊王島

高島

21,424

25,120

江平

山里

8

11,956

20,791

西浦上

三川

9

高齢化率

緑が丘

淵

1,013

フ,208

10

33,495

8,016

小江原

11

26、 1%

丸尾

福田
西泊

33,203

フ,700

12

認定者数

33.6%

34,529

13

31.9%

岩屋

540

13,舗0

14

滑石

横尾

9,120

2,397

37.0%

15

認定率

11,164

22,713

三重

1,67フ

53' 3%

外海

池島

11,円0

21,979

16

20.0%

1,766

27.2%

琴海

19,胎4

4,803

1,714

23.3%

小島
南

茂木
日吉

33.6%

20,121

17

フ,520

22.0%

32,4%

160

3,358

22.3%

フ,025

18

2,073

戸町

小ケ倉

土井首,

36.0%

12,053

6,947

19

29.6%

2,049

33.1%

20

※各圏域の数値を把握するにあたっての区分にっいては、通常の中学校区毎の町区分とは一部異なる。

24,112

4,845

深堀
香焼

22.フ%

2,596

32.0%

1,749

三和

1,050

18.4%

34.9%

35,150

4,264

野母崎

23.2%

24.1%

1,712

9,095

9,295

21.9%

駿.1%

1,253

9,813

35.4%

22.8%

1,333

11,570

4,能2

17.8%

37.フ%

939

3,314

19.2%

525

4,116

19,4%

32.9%

927

2,530

30.0%

2,082

35.フ%

21.フ%

41.9%

2,278

51.8%

22.9%

9

6鮖

19.フ%

767

21.0%

560

18.6%

22.1%

フ
~



6 計画の達成状況の点検と評価方法

計画の実施状況は毎年点検し、評価することとします。.その方法としては、計画

内容が多岐にわたり、多角的な検証が必要なため、長崎市社会福祉審議会高齢者福
祉専門分科会に対して報告を行うことにより、適正な対応を図ります。

7 人口と高齢化率の推移

長崎市の人口,は、令和2年10月1日現在406,313 人で、昭和60年の約50万6
千人をピークとして年々減少傾向を示しています。

人口構成にっいて、高齢者人口'(飾歳以上)は増加して.おり、高齢化率は令和2
年10月1日には33.1%に達していますが、年少人口(15歳未満)及び生産年齢人口
(15~64歳)は、大幅に減少.しています。

総人

'年少人口
(15 歳未満)

昭鄭吽
Π9部制

口

生産年齢人口
(15~64 歳)

叔野,騎6

高齢者人口
(65歳以上)

平成2年
a 990年}

1仭,^

494,偽2

不詳

平成7年
{1995用

資料:国勢調査(令和2年は10月1日現在の推計人口による。)

※各年の人口は、旧合併町における人口を合算したものである。

長崎市の高齢化率は、昭和60年は全国平均とほぼ同じ割合でしたが、その後は長
崎県と同様に全国平均を上回づています。

343,佃3

船,那6

53,161

487,備3

平脚2年
(2000句

鰯,759

40%

捌),刀9

116

叫,鶚9

470,135

平成17年
伽貼羽

327,7偽

468

聞,飾

30%

78,舗1

455,乞胎

平成22年
(2010匂

別沿,3船

2認

釦,紹9

91,736

(単位:人)

44,7聞

20%

平成27年
(201 5端

291,3m

55,317

146

Im,824

4凶,鵬

令和2年

(2020羽

275,191

10%

12.1%

印,265

241

110,.4偽

05%

4船,313

249,釦1

14.フ%

10.3%

2,鄭

0%

46,319

122,974

昭和60年平成2年平成7年平成12年平成17年

※高齢化率=高齢者人口/(総人口一不詳)×100

2ネ),鰯

17.フ%

6,6舶

12.0%

132,"1

6

14.5%

20.8%

6,6聞

23.6%

19.5

17.3%

22.6

26.0%

25

23.0%

20.1%

29.6

29.1%

332%

26.6%

33.1%

→一長崎市

^長崎県

8,フ%

10

^全国平均

平成22年平成27年.令和2年

高
齢
化
率



8 要支援'要介護認定者数の状況

長崎市における要支援'・要介護の認定を受けた人の数は、令和2年9月末
時点で、29,458人となっており、、総人口の7.3%を占めています'

総人口

要支援・要介護認定者合計

(総人口に占める割合:%)

要支援1

要支援2

要介護1

平成30年

要介護2

要介護3

41.6,419

要介護4

30,218

(フ.3%)

3,59今(11.9)

'要介護5

事業対象者

4,923 (16,3)

総人口は、'平成27年の国勢調査の確定値を基に推計した各年の10月1日現在の人口。
各年の要支援・要介護認定者数及び事業対象者数は、9月末の数値。゜
仂ツコ内は各要介.護度の分布割合)

令和元年

フ,521 (24.9)

◆第1号被保険者にかかる要支援・要介護認定者数及び認定率

5,、062 (16.フ)

411,421

29,653

(フ.2%)

3,884 (12.9)

3,319 (11.2)

(単位:人)

2,.931 (_9.フ)

第1号被保険者数

4,.807 (16.2)

令和2年

認定者数

2,2的.(フ.6)

フ,712 (26.0)

認定率

1,765

4,783 、 a 6.1)

406,313

※第1号被保険者数は、平成27年の国勢調査の確定値を基に推計した各年の10月1日現在の数値。

29,458

(フ.3%)

3.,827 (12.9)

3,183 (10.8)

9 要支援・要介護認定者における認知症高齢者数の状況

2,船6 ( 9.9)

4,597 (15.6)

2,269 (フ.刀

フ,807 、(26.5)

4,746 a 6.1)

2,114

3,853 (13.1)

平成30年

3,056 ao.,4)

認知症高齢者数

総人口に占める割合

2,216 (フ.5)

129,865

高齢者数に占める割合

2,328

29,679

認定者数に占める割合

※各年の人数は10月1日現在の数値
※認知症・高齢者数は、「認知症高齢者日常生活自立度」亘以上の数
※認定者数は第1号被保険者

令和元年

22.9%

1、31,401

平成30年

29,145

(単位:人)

令和2年

22.2%

16,638

132,441

4.0%

28,975

12.8%

令和元年

21.9%

56.1%

16,547

、

4.0%

12.6%

(単位:人)

令和2年

56.8%

11

16,986

4.2%

12.8%

58.6%

※
※



10 人口と高齢化率の推計

総人口

40~64歳

飾歳以上

65,Y74歳

令和3年

(2021年)

75歳以上

※厚生労働省地域包括ケア「見える化」システムの推計による。

高齢化率

409,626

132,3船

11、要支援・要介護認定者数の推計

令和4年

(2022年)

135.830

65,0認

405,899

70,フ72

130,629

33' 2%

令和5年

(2023年)

136,300

要支援・要介護認定者合計

(総人口に.占める割合:%)

63,491

総人口

402,172

72,809

(単位:人)

要支援1

128,895

33.研

令和7年

(2025年)

要支援2

136,フ72

要介護1

61,925

要介護2

394,707

74; 847

令和3年

要介護3

125,422

34' 0%

要介護4

137,716

4的,626'

要介護5

58,787

30,029

(フ.3%)

※総人口及び要支援・要介護認定者数は、厚生労働省

の推計による。

事業対象者

78,929

令和4年

3,205

34.9%

◆第1号被保険者にかかる要支援・要介護認定者数及び認定率の推計

405,899

4,釣4

30,・569

(フ.5%)

7円22

令和5年

第1号被保険者数

4,859

3,250

3,969

402,'172

認定者数

4,761

3,111

(単位:人)

認定率

31,1_16

(フ.フ%)

8,059

2,2的

令和7年

4,955

2,486

3,295

4,048

394,707

4,833

3,180

32,202
(8.2%)

8,193

2,316

令和3年

5,047

2,631

3,388

地域包括ケア「見・える化」システム

4,135

4,973

135,鉛0

3,251

8,464

29,549

2,362

令和4年

5,233

2,フ76

21.8%

4,300

136,300

3,392

30,097

2,452

令和5年

22.1%

3,071

136,刀2

(単位.:人)

30,650

令和7年

12

22.4%

137,716

31,750

23.1%



12 要支援・要介護認定者における認知症高齢者数の.推計

認知症高齢者数

総人口に占める割合

高齢者数に占める割合

認定者数に占める割合

※認知症高齢者数は、「認知症高齢者日常生活自立度」Ⅱ以上の数
※認定者数は第1号被保険者

13 在宅医療と・介護の連携推進

医療と,介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するために、住民や地域の医
療・介護関係者と地域のめざすべき姿を共有し、医療機関と介護事業所等の関係者
の連携を推進することが求められています。

長崎県医療計画においても.、後期高齢者人口がピークとなる2035年(令和行年)
に向・かって、.在宅医療等の医療需要の大幅な増加が予測されており、医療二ー、ズが

高い状態であっても、.在宅で必要な医療が受けられるよう、医療機関とケアマネジ
ヤー等の介護職が連携した支援体制の充実が必要です。

長崎市では、平成 28年度,から「長崎市包括ケアまちんなかラウンジ」を在宅医
療"介護の連携拠点として機能強化したうぇで取組みを進めており、第7期計画に
おいては、在宅医療・介護連携に関する相談支援や市民への普及啓発、・医療.介護
関係者の研修等を実施してきました。

また、在宅医療推進の取組みとしては、医療従事者向けガイドブック「在宅ノス

スメ」の作成や、病院向け在宅医療説明会の開催等、在宅医療の体制整備に取り組
んでいます。

市民に対しては、在宅医療周知リーフレツト,「笑顔で!在宅療養」の作成.普及
啓発や、、人生の最終段階における本人が望む場所での看取りなど、希望する医療や
送りた,い生活等の想いにっいて、事前に家族等と繰り返し話し合うAC戸のきっか

けづくりとして「元気なうちから手帳」を作成し、普及啓発をはじめています。
本計画でも引き続き、医師会等の関係団体や、地域における在宅医療,介護の提

供に携わる専門職とも連携しながら、切れ目のない在宅医療と介護の連携体制を構
築するため、日常,の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取り等の様々な局面
1,こおいて、在宅医療"介護連携,推進事業の充実を図りっつ、 PDCAサイクルに沿
つた取組みを推進していきます。

令和3年

、

17,103

4.2%

12.6%

令和4年

57.9%

17,446

4.3%

12.8%

令和5年

58.0%

17,790

4.4%

(単位:人)

13.0%

令和7年

58.0%

18,473

4.フ%

13.4%

認.2%

※I ACP・ 'プランニング(愛称:人生会議)のこと。アドバンス・

人生の最終段階における医療・ケアにっいて、前もって考え、家族や医療.
ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組み

※2 P D CAサイクル・・・plan 信十画)、 DO (実行)、 cheok 信平価)、 AC土(改善)の4段階
を繰り返すことによって、_取組みを継続的に改善すること

13



14 自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進

長崎市では要支援・要介護認定率が全国平均より高く、特に要支援1から要介護2

までの軽度の認定者の割合が高い状況です。さらに2035年(令和17年)には、後期

高齢者人口がピークとなり、今後の急速な高齢者の増加が見込まれるため、自立支
援・重度化防止に向けた介護予防の取組みが重要です。

介護保険制度は、'「高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるように支援することや、要介護状態又は要支援状態となることの予防又は
要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止」を理念としています。

第7期計画では、「在宅支援りハビリセンター」を中心としたりハビリ専門職との連携

による地域りハビリテーションの推進や、新しい総合事業による介護予防への集中的"
※

継続的な支援体制、高齢者の QOLの向上を目指した自立支援型の地域ケア会議等に

取り組んできました。

本計画においては、高齢者の身体機能の改善だけではなく、高齢者が有する能力を

最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく

働きかけていくことが重要であり、地域のりハビリ'専門職や、歯科医師、歯科衛生士、管

理栄養士、薬剤師、看護師等、の幅広い専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援.

重度化防止に向けた介護予防に資する取組みを推進します。

また、取組みにあたっては,、フレイル予防や閉じこもりの防止等に配慮し、新しい生活
様式に対応した取組みを進めていきます。

14

※ QOL

15 生活支援体制整備

少子化・高齢化の進行で、一人暮らし、高齢者夫婦のみの世帯が増えており、見

守りや声かけ、ごみ出しなど日常的な生活支援の二ーズが高まる中、地域住民をは

じめ、ボランティアやNP0イ社会福祉法人、シルバー人材センターなど多様な主
体が生活支援サービスを提供する体制を整えます。

また、元気な高齢者が、担い手となって社会参加・地域貢献を行うことでお互い

に生活を支援する体制をつくることにより、自身の生きがいや、介護予防にもっな

がるよう生活支援体制を整備していきます。

生活支援体制整備.(地域の支え合い)を推進するにあたっては、地域住民が主体

的に取り組んでいる「地域コミュニティを支えるしくみ」による地域づくりの醸成

に併せて、地域住民と一緒に地域の支え合い活動の基盤整備を図ります。その推進

役として生活支援コーディネーター(SC)を配置して、地域の話し合いの場や集

いの場への参加、地域住民の二ーズの把握、必要な担い手の発掘や育成、.資源開発

と関係者間の情報共有及ぴ連携づくりによるネットワーク構築などを行いながら、

地域の中で活動する多様な主体と連携して、生活支援体制を整備していきます。

クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)のこと。ここでは、高齢者が在宅生

活において健康寿命(自立して生活できる時期)を延ぱし、自分らしい生活
が送れることを指す。

卑



16 認知症高齢者への支援

認知症になっても本人の意思が尊重され、できるだけ地域のよりよい環境で自分
らしく安心して生活を続.けていくことができるよう、地域全体で認知症高齢者やそ
の家族の在宅生活を支援する地域のネットワークを構築Lていくとともに、三忍知症
のかたへの理解を深めるための啓発活動、及び認知症のかたの思いを発信できる支
援を推進します。

長崎市では全ての地域包括支援センタフに認知症地域支援推進員を配置し、ぎ忍知

症"ケアパスを活用した啓発や相談支援業務、認知症サポードノーダーとともに地域

の.認知症によるひとり歩き高齢者の見守り支援活動や、'地域とっながり、課知症の

かたご本人の思いを発信できる認知症力フ工の開催、認知症初期集中支援チームに

よる早期診断・早期対応等、認知症高齢者とその家族を地域で支える体制づくりに
取り組んでいます。

゛

今後も、認知症のかたや家族の視点を重視し、新オレンジプランや認知症施策推
進大綱を踏まえて、.本市の認知症施策を推進してぃきます。

※認知症ケアパス・・・認知症の.容態や段階に応じた適切な医療や介護サーピスの流れ、、及び、
相談先を示したもの

◆各年度における事業ごとの見込量及び方針

認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員の配置

認知症初期集中支援チーム,事業

認知症地域支援体制整備

認知症力フェ

認知症サボフタ」養成講座

認知症サポートリーダー養成講座

令和3年度

俳個高齢者等SOSネットワ「ク事業

認知症地域支援推進員の研修機会の確保と、
地域の関係団体や医療機関などのネットワー
クの構築により、認知症の容態に応じた適切な
支援を推進していきます。

件

俳個高齢者等家族支援事業

箇所

冷1和4年度,1『

人

人

90

令和5年度

24

今後、認知症高齢者の増加とともに、ひと
り歩き等による行方不明の件数は増えること
が見込まれることから、.行方不明者の早期発
見・保護につながるよう、介護事業所とのネ
ツトワークを拡大するとともに、「みまもりあ
いアプリ」の登録者を増やすことで住民同士
の見守りネットワークを整備します。

2,000

200

90

24

人

2,000

216

90

24

17

2,000

230

15

17 17



認知症高齢者の権利擁護

成年後見制度の広報と相談窓口

の周知

市民後見人候補者の養成

日常生活自立支援事業から成年

後見制度への移行

成年後見制度利用支援事業

17 地域共生社会の構築

少子イ七・高齢化や単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化などが進み、住民の
、

支援二ーズも複雑化、複合化して.いる中、高齢・障害・児童等の制度・分野ごとの

『縦割・り』や「支え手」「受け手j という関係を超えて、地域の多様な主休が『我

が事』として.参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる

ことで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社

会の実現に向けた包括的な支援体制の構築に取り組みます。

これまでの制度・づコ哩〒ごとの相談体制では対応が困難な、いわゆる「8050問
※2※1

題」、「ダブルケア」という複合的問題や、制度の狭間にある人や.世帯への支援にワ

ンストップで対応する相談窓口として多機関型地域包括支援セ.ンターを市内2箇

所に設置し、'相談支援包括化推進員(社会福祉士)がアウトリーチ重視で支援を実

施しています。また、既存の相談支援機関の多職種連携によるネットワーク化を図

り、地域住民と協働して包括的な支援体制を整備するとともに、住民7人ひとりの

暮らしと生きがい、地域をともに創ってい.く地域共生社会の実現に向けた取組みを

推進しています。

今後は、地域の中で生活する高齢者や障害者等全ての人が、安心して暮らせるよ

う、高齢、障害、児童、生活困窮分野の相談支援機関をはじめ庁.内の関係課や民間

団体が分野横断的な連携体制を構築」地域共生社会の実現に向けて、相談支援・

参加支援・地域づくりを一体的に実施する重層的な支援体制が構築できるよう取り

組んでいきます。

※1 8050問題・・・・ 80代の親と、 50代で.ひきこもりの子どもが生活に困窮する問題

※2 ダブルケア・・・子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態

令和3年度

回

人

件

令和4年度

900

件

198

15

令和5年度

7

17

930

13

219

16

10

960

15

240



18 地域支援事業の推進

地域支援事業は_、高齢者が要介護状態又.は要支援状態となることを予防し、社会
に参加しっつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ
とを目的としています。

地域における包括的な相談及び支援、住民主体による介護予防活動の支援、在宅
医療と介護の連携及び認知症高齢者への支援等を一体的に実施し、目的の実現を図
ります。

第8期計画では、認知症施策推進大綱を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で状態
に応じてその人らしい自立した日常生活を継続することができるよう取り組みま
す。

また、保険者努力支援交付金等の活用を検討し、地域支援事業を実施します。

【地域支援事業の全体像】

①包括的支援事業

0地域包括支援セン・ターの運営

・'総合相談支援業務 ・権利擁護業務

'包括的・継続的ケアマネジメント支援業務・介護予防ゲアマネジメント
0社会保障充実分

・在宅医療・介護連携の推進・認知症施策の推進
・生活支援体制整備 ・地域ケア会議の推進

②介護予防・・日常生活支援総合事業

0介護予防・生活支援サービス事業['要支援1~2、事業対象者を対象]
訪問型サービス ・通所型サービスヨ

・生活支援サービス(配食など)'など

0一般介護予防事業[全ての高齢者を対象]
・介護予防普及啓発事業 ・地域りハビリテーション活動支援事業
・地域介護予防活動支援事業など

17

③任意事業

,家族介護支援事業

・成年後見制度利用促進事業

,在宅生活支援事業

など

地
域
支
援
事
業



m 包括的支援事業

高齢者が、住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができ

るようにするためには、できるだけ要介護状態にならないような介護予防対策から

介護や医療サービスをコーディネ」卜して、高齢者の状態に応じた様々なサービス
を切れ目なく提供する二とが必要となります。

そのためには、地域の実情に合った地域包括ケアシステムの構築が必要であり、

地域ケア会議により地域の課題を把握し、'課題解決を図っていく必要があります。

まだ、慢性疾患や複数の疾患を抱えるなど医療と介護の両方を必要とする状態の

高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、長崎市包括ケアまち

んなかラウンジを在宅医療・介護の連携拠点と位置付け、地域における在宅医療と
介護の連携体制を推進していきます。

さらに、認知症高齢者やその家族への支援として、全ての地域包括支援センター

に本人や家族からの相談対応や、地域の医療機関、認知症疾患医療センター、居宅

介護支援事業所及び介護サ「ビス事業所等の関係機関との調整役としての役判を

持っ、認・知症地域支援推進員を配置しL 地域におけるネットワーク.を構築しながら
さらなる支援の充実'強化を図ります。

※

第8期計画においては、認知症施策推進大綱における市町村KPI'を踏まえ、認
知症のかたや家族の視点を重視し認知症施策を推進します。

※市町村KP I・・・市町村に係る重要業績評価指標。(伊D 広報誌やホームページ等に

よる認知症に関する相談窓口の周知、認知症ケアパスの作成等

ア地域包括支援センターの機能強化

地域包括支援センターは、地域包括ケアを推進するための中核機関として、・総

合相談支援業務や権利擁護業務L 包括的・継続的ケア.マネジメント支援業務、介
護予防ケアマネジメントを地域においてア体的に実施しています。

また、地域の実情に合った地域包括ケアシステムの推進に向けてイ地域ケア会

議を手段のひとっとして、地域の住民組織や事業所、医療・介護・福祉の専門職

等と連携し、個別課題解決や地域のネットワーク構築、地域課題の発見と地域づ
くりに取り組んで.います6

地域包括支援センタ」の機能がより発揮できるよう、保健師、社会福祉士、主

任介護支援専門員の3職種のほかに事務職を配置する恢か、働く家族介護者に配

慮し窓口開設を月曜日から土曜日を基本とし、また、緊急時対応を想定し 24時
間の連絡体制を整備しています'

さらに、認知症地域支援推進員を各地域包括支援センタ」に1名配置し、認知
症初期集中支援チ上厶と連携して活動しています。

◆年度ごとの相談件数の見込み

令和5年度

(単位:件)

64,283延べ相談件数

令和3年度

63,840

令和4年度

叫,061

18



②介護予防・日常生活支援総合事業

平成29年4月から開始した介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1及び

2や事業対象者を対象に、多様なサービスを整備し、適切な介護予防ケアマネジメ

ントにより、個人の能力を最大限いかしっつ個人の状態等に応じたサービスを提供

し、生きがいや役割をもって自立Lた生活ができるよう取り組んでいます。

また、一般介護予防事業では、全ての高齢者を対象に、高齢者が自ら介護予防や
生きがいづくり・地域づくりに取組むことができるよう、地域包括支援センターや

多様な専門職の関与による各種教室の開催や、住民主体の集いの場の立ち上げ,活
動支援、介護予防ボランティア養成等に取り組んでいます。

第8期計画では、総合事業の検証や評価を行うとともに、支えられる側から支
える側に回っていただける元気な高齢者を増や.し、介護予防の推進を図ります。

【実施する事業、サービス】

19

訪問型サービス※掃除、洗濯等の日常生活上の支援

辱写■■■■茸■旦■■叫■■巨冨匡冨豊■豊朝同■■■■■■旦■重首埜.

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問介護
相当サービス

短期集中型

訪問サービス

通所型サービス※機能訓練や日常の集いの場の提供

介護予防通所介護
相当サービス

短期集中型

通所サービス

生活援助
サービス
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一般介護予防事業
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◆各年度における事業ごとの見込量

介護予防・生活支援サフビス事業

介護予防訪問介護相当サービス

生活援助サービス

短期集中型訪,問サービス

介護予防通所介護相当サービス

ミニデイサ'ービス

短期集中型通所サービス

住民主体型通所サービス

(高齢者ふれあいサロン事業)

総合支援配食サービス事業

介護予防ケアマネジメント事業

一般介護予防事業

80

1令和3年度

延回

介護予防普及啓発事業

延回

口腔ケア指導事業

延回

生涯元気事業

延回

184,978

地域りハビリテーション活動支援事業

令和4年度

延回

23,148

延回

③任意事業

'各年度における事業ごとの見込量

200,・335

116

箇所

17フ,172

一

28,510

1

令和6年度

延食

24,・187

9,320

人

家族介護支援事業

198ρ71

124

169,695

介護用品の支給

65

35,019

件

25,706

家族介護教室

延回

25,273

在宅生活支援事業

9,653

6,167

延回

195,833

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

延回

136

50,000

69

介護相談員派遣事業

43,013

25,706

要介護者配食サービス事業

9,989

6,165

92

1,3鮖

緊急時訪問介護事業

50,000

538

福祉用具・住宅改修支援事業

乃

25,706

ノ

6,163

99

1,419

乢

、冷和3年度

延人

564

50,000

回

107

1,"3

フ,597

令和4年度

590

回

延食

40

人

フ,749

43

人

令和5年度

209

25,222

40

691

フ,904

43

80

209

25,222

40

6的

43

20

80

209

25,222

536

戸



1,9 高齢者の生活環境の充実

①高齢者世帯への支援

高齢者がいっまでも健康的で自立Lた生活を送るためには、住み慣れた地域社会
で、安心で快適な在宅生活を送ることができるようにすることが不可欠です。

そのため、民生委員による一人暮らし高齢者等への友愛訪問のほか、避難行動要

支援者の・災害時における地域での支え合い体制づくりの支援並びに高齢者等の孤
独死防止のための見守り強化への取組みなどを行います。

◆各年度における事業ごとの見込量及び方針

83

友愛訪問

安心力フド事業

高齢者あんしんネットワーク

世帯

②在宅生活支援事業
,

高齢者が在宅生活を継続していくために、必要な支援を行います。

◆各年度における事業ごとの見込量

令和3年度

「安心力ード』が救急時の対応に限らず、一人暮らし高齢者
の安全安心な暮らしを支え、るうぇでの有効な手段のー,つであ
るため、全対象者に配布できるように取り組みます。
戸別訪問を行う事業者からの高齢者の異変等の連絡を受

け、速やかな状況把握と必要な対応にっなげるととで、高齢
者の地域における安全・安心な暮らしを支えます。

6,059

寝具洗濯乾燥サービス事業

令和4年度

訪問理美容サービス事業

日常生活用具給付事業

5,938

高齢者安心火災警報器給付事業

,令和5年度

21

10

延件

6,235

令和3年度

延人

延人

人

113

令和4年度

57

能

113

10

令和5年度

59

乃

113

10

61



③居住環境゛多動における高齢者支援

◆各年度における事業ごとの見込量及び方針

移送支援サービス事業

(介護保険対象外)

ふれあい訪問収集事業

機器類の活用

乗合タクシー運行事業

延人

低床車両導入支援事業

令和3年度

人

斜面市街地再生事業

斜面移送機器等について、年間を通した点検業務及
び計画的な修繕を行い、維持管理に努めていきます。

333

令和4年度

2,491

バリアフリーのまちづくり

地域の生活実態に即した運行内容とすることを基

本に、利用実態調査などを行いながら、見直し等に取
り組んでいきます。

低床式のバスや路面電車の導入は、利用者の利便性
向上が図られることから、今後も導入について運行事
業者へ働きかけていきます。

370

令和5年度

④避難行動要支援者支援

高齢者などの避難行動要支援者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、災

害時における地域のまちづくりを支援し、近隣住民による見守り、災害時の支援に

努めます。

◆年度ごとの要支援者数の見込み

2,603

防災性の向上や居住環境の改善を早期に実現する
ため、即効性のある整備手法への転換や当初目標を達
成可能な代替案の検討等に・より、地区の二ーズに則し
た事業計画の見直しを行い、事業の推進を図ります。

411

「長崎県福祉のまちづくり条伊1」、「(仮称)長崎市
バリアフりフマスタープラン」、「(仮称)長崎市第2
期バリアフ・リー基本構想」及び「(仮称),長崎市第2
期バリアフリー特定事業計画」等に基づき、高齢者・
障害者に配慮したまちづくりを目指します。

2,719

」、,'゛乢,」、,r.1ゞト..゛、ーリ1、{"γ,'.','""'竜、t・1

要支援者数(人)

■顎令和3写屋霧魚
27,186

託゛ム和盆奪j¥部'●,1J↓、り,',・,,r ,,、:,.,',."Υ..、,、,N、'・'

27,703 28,230
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⑤高齢者向け施設の整備

家庭環境・.住宅事情等の理由で居宅での生活が困難な高齢者に対し、生活の場と
しての各種施設の整備や運営を支援していきます。

◆事業ごとの方針

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

(ケアハウス)

生活支援ハウス

令和3年度

長崎市立高砂園(定員'40人)を令和4年9月末に廃止します。
その他の養護老人ホームは、新設は行わず現状の整備量(7箇
所、定員舗0人分)を維持することを原則とします。

ケアハウスと経過的軽費老人ホームとを合わせた現在の整備
量669人を維持することとします。

また、経過的軽費老人ホームについては、建替えの機会等を
活用してケアハウスへの移行を促進することとします。

その他の高齢者向け住宅

等

令和4年度

整備量にっいては、,状況を踏まえ検討していきます。

既存の市営住宅の建替えや改築に伴い、バリアフり'一構
造な'ど、高齢者の身体機能に対応'した良好な居住環境を備え
た市営住宅の供給の推進を図りますb

また、サービス付き高齢者向け住宅にっいては、県の高
齢者居住安定確保計画を踏まえ円滑な登録に取'り組み、併設
される介護サービス事業所にっいては、介護保険法に基づき
適切に対応します。

有料老人ホームについては、老人福祉法に基づき、設置にか
かる届出や適正な事業運営にっいての指導を行います。

令和5年度

P
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20 介護保険の事業費等の見込み

第8期計画期間(令和3年度~令和5年度)及ぴ令和7年度(2025年度)の事業費等の見込み

(単位:人)

第1号被保険者数

第2号被保険者数

斗

令和3年度

標準給付費見込額
ω曙十額)

匂

135,船0

標準給付費見込額
(施設等給付費)

132,363

令和4年度

2能,193

標準給付費見込額
(その他給付費等)

136,300

令和3年度

地域支援事業費

39,092,119

130,629

44,946,663

令和5年度

市町村特別給付

266,929

12,327,606

6,510,647

136,フ72

令和4年度

32,619,帖7

128,895

46,339,769

2飾,667

き十

2,922,122

き十

12,5飾,621

令和5年度

408,902

33,744,148

202,436

国

391,887

調整交付金

47,442,066

48,071,221

令和7年度

800,789

2,684,9郭

12,753,969

137,716

県

34,舶8,097

206,158

9,105,475

125,422

計

49,230,882

第1号被保険者

市

138,728,498

2腿,138

2,714,561

3,252,346

交付金
(第2号被保険者)

(単位:'千円)

※標準給付費見込額(施設等給付費):国 15.0%、'調整交付金(R3 7.00%、 R4 6.85%、 R5 6.70%、 R7 6.64%)、
県 17.5%、市 12.5%、交付金(R3~馬 27.0%、 R7 26.6%)第 1 号被保険者(R3 21.00%、 R421.・15%、
5 21.30%、 R7 21.76%)

※標準給付費見込額(その他給付費等):国 20.0%、調整交付金(R3 7.00%、 R4 6.部%、 R5 6.70%、 R7 6.64%)、県.
市 12.5%、交付金'(胎~怖 27.0%、 R7 26.6%)、第 1 号被保険者(R3 21.00%、 R4 21.15%、 R5 21心0%、 R7 21.76%)

※地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業):国20.0%、調整交付金5.0%、県.市12●%、交付金
(R3~R5 27.0%、 R7 26.6%)、第 1 号被保険者(R3~R5 23.0%、 R7 23.4%)

※地域支援事業(包括的支援事業・任意事業):国38.50%、県・市 19.25%、第 1号被保険者23.00%
※第1号被保険者分には介護保険財政調整墓金の取崩しを含む。

※端数を調整し記載しているため、'事業費と財源の合計額は一致しない場合がある。

財源構成

37,6刀,196

6,価4,014

209,927

令和7年度

9,310,329

101,051,302

50,366i 554

6,037,634

49,009,222

3,271,991

8,321,638

10,313,323

13,651,335

、

6,807,188

9,529,2船

12,708,429

35,351・887

618,521

147,668,価7

6,17フ、 407

、

3,2刀,679

2,665,3能

10,624,559

6,956,フ79

13,039,408

217,235

27,945,102

6,319,080

51,891,845

11,502,30210,939,436

9,802,016

20,417,9剖

13,344,282

9,793.,013

18,534,121
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21'第1号被保険者保険料の見込み

①第8期計画期間の保険料

長崎市の第7期計画期間の保険料基準月額は6,800円となっています。第8期
計画期間の第1号被保険者保険料は、計画期間の被保険者数L 要介護・要支援認
定者数、・施設・居住系サービス見込み量、在宅サ上ビス見込み量、・地域支援事業
費などを推計し、第8期計画期間の介護保険事業運営に必要な基準額を設定しま
す。

25

②令和7年度(2025年度)以降の保険料

長崎市の保険料水準を推計すると、高齢者人口や要介護認定者数の伸ぴなどによ
る介護給付費の増加により、令和7年度(2025年度)は月額7,500円程度.令和 17年
度(2035年度)は9,000円程度、さらに令和22年度(2040年度)ば9,400円程度と保険
料の上昇が続くものと見込まれます。

このことから、持続可能な介護保険制度の運営のため、中長期的な視点に立った施

策、特・に介護予防をより一層推進していくことにより、介護給付費の増加を可能な限り
抑制し、介護需要と被保険者の保険料負担と,のバランスを勘案した、適正な保険料水
準を目指します。

2.2 介護サービスの基盤整備

①整備方針

今期の介護保険事業計画は、高齢者のかたが、介護が必要な状態になってもで

きる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう・にする観点から、,地域密着型サ
ービスを中心に基盤整備を行う予定です。

ア(介護予防)小規模多機能型居宅介護(看護小規模多機能型居宅介護を含む)
整備数 6事業所

通い、訪問、泊まりの3つのサービスの二ーズから必要と見込まれる利

用者を推計した6事業所を、各日常生活圏域の介護サービス事業所の整備
状況等を勘案して整備します。

イ(介護予防)認知症対応型共同生活介護

整備数 3事業所及ぴ増員分

1ユニツト9人X22.ニットの3事業所を、各日常生活圏域の介護サー

ビス事業所の整備状況等を勘案して整備します。

また、 2ユニツト以下で9人に満たないユニットを持っ事業所は、当該
ユニ・ツトについては9人までの増員を認めます。

/



ウ(介護予防)特定施設入居者生活介護

整備数 125人分

一般型で混合型を整備します。

また、既存の養護老人ホームが、一般型で混合型の特定施設入居者生活

介護の.指定を希望する場合は、これを認めます。

工介護老人福祉施設

整備数 70人分

介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設を整備します。

②通所介1萎地域密着型通所介護の制限解除

通所介護・地域密着型通所介護については、.第7期計画期間におし・、て整備を凍結

し、ていましたが、第8期計画期間においては、制限を解除し、新しい事業所の指定
を行います。

③介護療養型医療施設,の転換

介護療養型医療施設は、令和5年度末で廃止されます。

第8期計画の策定にあたり転換意向調査を各施設に実施したところ、廃止期限ま

で介護療養型医療施設を継続する又は未定という回答がほとんど.であったため譚云
換する病床数の目標数値は見込まないものとします。

ただし、現在運営さ,れている施設が、施設・居住系サ」ビズを提供する事業所等
へ転換する場合には、円滑に転換が行われるよう支援します。

④高齢者の住まいの整備

斜面地が多いなど地理的要因を踏まえ、また、'医療・介護サービス提供の効率化

の観点から、居住誘導区域など利便性の高い地域へのサービス付き高齢者向け住宅

等の整備を検討します6
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23 介護サービスの必要量(供給量)

①居宅介護サービス、介護予防サービス

・方

訪問入'浴介護

問

・方

介

訪問りハビリテーション

問

通

看

令和

3年度

回

介護サフビス

所

通所りハビリテーション

回

743,953

介

令和

4年度

福祉用具貸与

回

8,5舶

艦

特定福祉用具販売

回

762,.749

182,927

令和

5年度

短期入所生活介護

回

介護.回
'■

予防:人/月

8,734

64,178

短期入所療.養介護

768,8鮖

190,810

3,114

令和

3年度

578,410

介護予防サ【ビス

居宅療養管理指導

人/月

8,993

釘,449

402,608

198,354

601,765

延人

定_・.施設

居者生活介護

令和

4年度

住宅改修費

フ,912

能,878

425,047

日

移送支援サービス

(市町村特別給付)

630,371

14,8茄

1,860

令和

5年度

日

402,108

8,211

居宅.介'護支援・

介護予防.支援

438,136

人/月

5,231

1,860

14,船0

14,951

人/月

410,釘8

& 367

3,152

5,435

1,449

延人

1,舶4

15,058

15,163

410,.678

1,538

535

回

3,232

5,228

1,4蛤

1,668

15,090

人/月

能4

106,545

543

1,542

2,450

3,280

1,フ76

1,517

13,210

108,504

684

611

34

1,563

2,533

1,812

153

13,363

110,488

684

34

70

2,561

157

13,356

744

(居宅介護サービスと介護予防サー

ビスの区分をしていない。)

34

71

159

2,999

744

79

744

3,075
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②地域密着型介護サービス、地域密着型介護予防サービス

定期巡回・随時対応

型訪間介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介
痩

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅
介護

令和

3年度

人/月

介護サービス

看護小規模多機能型

居宅介護

人/月

令和

4年度

認知症対応型共同生

活介護

298

回

地域密着型特定施設

入居者生活介護

回

令和

5年度

4

62,549

302

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活
介護

人ノ月

282,660

人/月

4

令和

3年度

劇,945

介護予防サービス

309

289,865

698

人/月

(3)'施設介護サービス

4

61,741

令和

4年度

1 16

人

1,041

294,'264

754

人/月

147

令和

5年度

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

6脇

0

1,073

827

455

介護老人保健施設

179

0

1,117

653

48

介護療養型医療施設

4郭

0

飾3

介護医療院

50

2

455

人/月

49

令和3年度

2

人/月

2

人メ月

1,650

令和4年度

人/月

1,374

1,650

59

令和5年度

1,374

35

1,720

59

1,374

鉐

28

59

35



24 介護サービスの質の確保と向上

①事業者による適正なサービス提供

介護サービス事業者により、適正なサー.ビス提供がなされるよう、新規指定及ぴ指
定更新等の際に事業者が人員、設備及び運営等の基準を遵守していることを確認する
とともに、事業者における業務管理体制の整備を進めていきます。

②事業所・施設の安全対策

・平成25年2月の認知症対応型共伺生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)
の火災を受け、介護サービス事業所・施設等の安全確保に、建築・消防.福祉の3部
局が連携して取り組んでいます。

事業者の新規指定及び指定更新等の際に、 3部局が情報共有をしながら、建築.消
防関係法令等に適合していることの確認を行い、'利用者の安全確保に努めていきます。

③介護サービス事業者情報の公表

要支援・要介護者が適切かっ円滑に介護保険サービスを選択及び利用できるよう、
県が実施主体となって運営している、長崎県介護サービス情報公表システムを積極的
に活用していきます。

また、長崎市としても県と連携を図りながら、適切な情報開示がなされるように努
めていきます。

(4)ケアマネジャ「の質の向上

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるようにする.ためには、様々な職種が
連携し、包括的・継続的に支援していくことが必要です。

その・ために、地域包括支援センターが包括的・継続的ケアマネジメント業務により、
医療'介護・住まい・介護予防・生活支援が一体的に提供されるよう、ケアマネジャ
ーへの支援や関係機関との連携強化に取り組んでいます。
今後とも、長崎市包括支援センター連絡協議会と長崎市介護支援専門員連絡協議会

が共催する研修会を支援し、ケアマネジャーの質の向上に努めるなど、高齢者の自立
支援・重度化防止に向けた取組みを進めていきます。

⑤「介護給付等費用適正化事業」による指導・助言

限られた介護人材資源を効率的かっ効果的に活用するために、国が示した主要5事
業を柱とした介護給付等費用適正化事業を推進していきます。

また、実施にあたっては、介護支援専門員等の資格を有する職員が検証、指導及び
助言を行い、利用者の自立支援にっながる介護サービスの提供を図ります。
【適正化事業にかかる主要5事業】
①要介護認定の適正化
②ケアプランの点検
③住宅改修及び福祉用具購入・貸与の点検
④縦覧点検・医療情報との突合
⑤介護給付費通知

⑥介護サービス事業者等の指導・監査

平成 18年度から地域密着型サービス事業者の指定、更新及ぴ指導・監査を行って
いましたが、県からの権限移譲に伴い、平成 24年度から市内の全介護サービス事業
者を対象としています。

介護サービス事業者の指導にっきましては、全事業者を一堂に集めて実施する集団
指導を毎年度実施し、年間計画に基づき事業所に赴き実施する実地指導と併せて効率
的な活用を図りながら、事業者の資質向上と利用者の処遇向上に努めていきます。

また、介護サービス事業者に対する監査は、運営基準違反等を重点とした機動的な
監査体制のもと、事業者の適正化の推進を図ります。'
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25 介護人材の確保

慢性的に不足している介護人材の確保のため、介護従事者への離職防止や定着促

進に向けて、.介護ロボットや ICTの活用を推進していくとともに、新たな将来の

介護人材を担う子どもたちに、体験学習や職業講話を通して、職業選択のひとっと

なるように意識の醸成を図ります。

また、総合事業等の担い手の確保として、元気な高齢者や中高年等を対象とした

各種ボランティアの養成や、ながさき生涯現役応援センター等による高齢者の就

業,社会参加機会の拡大を目指した取組みとの連携1.こより、・介護人材の発掘に努め
ていきます。

今後と.も、介護職への未経験者の参入促進、労働環境の改善、資質の向上など、

多様な介護人材育成・確保対策を展開している長崎県とも連携を図りながら、介護

現場における人材不足の解消に取り組んでいきます。

、

26 災害'感染症対策に係る体制整備

近,年、災害が激甚化する中、高齢者は災害時には迅速な行動が取り'にくい状況で

す。また、・新型コロナウイルス感染症が流行しており、高齢者が感染症に感染した

場合は重症化する危険性が高いこ七から、介護事業所等及び長崎市では緊急時を想

定し、次のような事前の備え及び発生時の対応が必要・となります。

(1)介護事業所等

ア災害時や感染症発生時の業務継続計画.(BCP)の策定

イ非常災害対策計画等の具体的計画に基づく研修及び地域住民と連携した避

難訓練'(シミュレーション)'の実施

ウ感染防止のための研修及び感染症発生時の訓練くシミュレーション)の実施

工食料、感染防護具、消毒液等の備蓄の定期的な確認

オ'感染拡大を防止するため、日ごろからN-CHAT (健康管理アプリ)、チ

エックシート等の活用

・長崎県が提供するスマートフォン対応のアプリケーション。介※N-CHAT

護事業所等において、職員、利用者の日々の健康状態を入力し

管理することで、健康管理の効率化、体調に異変がある者への

早期の声かけが可能になる。

ノ
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(2)長崎市

ア災害時や感染症発生時における指示命令系統の一元化及び業務フローの作

成(長崎県、市保健所、防災担当部署との連携)

イ感染症予防・早期発.見のため、長崎大学や医師会等と連携した研修等の実施

ウ感染症発生時においても介護事業所等が必要なサービ・スを継続して提供で

きるよ・う、長崎県、関係団体と連携した支援、応援体制の整備

工災害、感染防止及び拡大防止策の市民周知'、

オ介護事業所等が作成している非常災害対策計画等の計画の定期的な確認

力関係部局と連携した災害、感染症発生時に必要な物資の調達及び備蓄



27 高齢者の積極的な社会参加

◆各年度における事業ごとの見込量及び方針

老人福祉センター・老人憩の家・・

ふれあいセンター

老人クラブ

令和3年度

老人福祉センター及び老人憩の家にっいては、公
共施設マネジメントにより、'60 歳以上の方に限ら
ず、全ての市民を対象とした心身の健康の増進のた
めの役割を担う場として、.ふれあいセンターや地区
公民館等との統廃合を検討するとともに、今まで以
上のサービスの質の向上や経費の縮減を図ってい
きます。

ふれあいセンターは、地域における文化活動、ハ
流の場、地域コミュこティの活動拠点として重要な
役割を担っており、今後も地元の意向を踏まえなが
ら、.既存の地区公民館をふれあいセンターへ移行す
る取組みを進めていきます。

シルバー作品展

(文化的活動支援)

高齢者交通費助成事業

令和4年度

介護予防ボランティア育成

支援(地域活動支援事業)

生活・介護支援サポーター

養成事業

人

地域支援ボランティアポイン
七

ト制度(地域活動支援事業)

令和5年度

人

31

%

(交付率)

高齢者の就労支援

13,762

人

高齢者の就労機会の拡充

462

人

人

(累計)

94.1

12,船7

卯

435

シルバー人材センターにおいて、・会員及ぴ就業機
会の拡大に取り組むとともに、長崎市としてもその
活動を支援します。

1 16

94.1

12,161

1,305

100

生活援助サービス.従事者養成研修により元気な
高齢者の介護分野での活用を進めるとと.もに、なが
さき生涯現役応援センターとも連携し、高齢者のラ
イフスタイルや二ーズに合わせた就業先の確保な
ど、元気な高齢者の就労を支援します。

409

140

94.1

1,436

101

140

1,580



28 生活習慣病の発症と重症化の予防

長崎市においては、平成30年の生活習慣病による死亡が52.9%(悪性新生物

29.9%、心疾患(高血圧性を除く) 16.4%、脳血管疾患,6.6%)を占めており、

健康寿命の延伸を推進する上でも生活習慣病の予防対策の必要性は、ますます高
まっています。

そのため、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病(.CKD)等生活習慣病の発症と重症化

の予防を目的とした健康教室・健康相談等を地域に即して実施しています。

また、本計画では、長崎市健康増進計画である「『第2次健康長崎市民 21』計

画」、「第3次長崎市食育推進計画」及び「長崎市歯科口腔保健推進計画」との整

合性を図りながら、市民の自主的な健康づくりを推進します。

①成人保健事業

生活習慣病の発症及び重症化予防にういて広く普及・啓発し、・健康診査の受

診率の向上を図るとともに、'生活習慣の改善に向け、健康診査と保健指導を連
続した一体的なものとして提供していきます。

また、がんの早期発見・早期治療の重要性について、より一層の周知啓発に努

めるとともに、'がん検診体制の充実を図り、・受診率の向上に努めます。

②歯科口腔保健事業

歯周疾患と糖尿病など他の全身疾患との相互作用に.ついて広く市民に周知し、

かかりつげ歯科医での定期的な口腔機能の評価を含めた歯科健診の受診を勧奨し

ます。

さらに健康寿命の延伸のため、口腔機能の維持と誤喋性肺炎予防が重要である
ことについての啓発に努めます。

29 高齢者の保健事業と介讃予防の一体的実施

高齢者の心身の多様な課題に対する支援を行い、介護予防を進めるために、庁
※

内関係部局の連携のもと、.KDBシステム等のデータを活用L、医療・介護双方

の視点から、医療専門職の介入・支援による通いの場等を活用した疾病予防・介

護予防・.健康づくりの一体的な実施を検討します。

※ KDBシステム・・・国保データベースシステムの略。'国民健康保険団体連合会が保
険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健
診・特定保健指導」「医療.(後期高齢者医療含む)」「介護保険」
等の情報を活用し、統計情級や「個人の健康に関する情報」を
提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポ上
トすることを目的として構築されたシステム。
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30 介護保険事業の円滑な実施.のための体制

介護保険制度は、利用者自らが自分自身の二」ズに合ったサービスを選択できる
制度ですが、利用者が居宅介護支援事業者及び各介護サービス事業者等を選択する
上で必要な情報を、利用者に対し提供する体制を引き続き取'つていきます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、介護サービス事業者
はもとより、医療・保健・福祉などの関係機関、.自"治会や民生委員、ボランティア
団体等との連携が重要であることから、これらめ事業者・機関.団体等と連携を図
つていきます。

サービス利用者からの苦情や相談に対応できる体制につぃてはL 長崎市の窓口で
対応を行うほか、・長崎県や長崎県国民健康保険団体連合会と連携を取りながら利用
者の支援を行い、問題の早期解決に努めます。

介護保険事業を円滑に運営していくために、広報活動を行い、介護保険制度の趣
旨の普及啓発に努めます。

31 高・齢者保健福祉サービスの全体調整等

これからの行政の役割として、医療、'介護、介護予防、住まい、'生活支援サーピ

スを切れ目なく,一体的に提供するため、行政サテライト機能再編咸に伴う総合事務
所や医療・保健分野、まちづくり.分野などの担当部局とも連携して庁内の横断的な
体制を整えるとともに、各分野の関係機関や団体とも連携・調整などを行いながら、
高齢者福祉サービス及び・介護保険事業の実施主体として、高齢者の保健,'医療,福
祉全般にわたる総合調整機能を果たし.ていきます。

保健福祉サービスの利用状況等、援護を必要とする高齢者等に関する情報を共有
できる「要援護者情報システム」の利,用1.こより、高齢者等に対する支援の効率化や
サービス提供の迅.速化を図っていきます。

社会福祉審議会の高齢者福祉専門分科会において、高齢者保健福祉計画及び介護
保険事業計画の進捗状況、実施状況にっいて定期的な調査審議を行います。

高齢者が住み慣れた地域で生きがし.、を持って生活ができ,るよ、う、地域における関
係団体等との連携に努めます。

ボランティア・団体やNP0法人との情報の共有を図り、協働することで地域の多
様な課題の解決に取り組んでいきます。
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